
直三通
平成22年度年末一時金内訳

0年末手当:2. 1 5月

社員区分 年末一時金

(基港輔の月額+扶養手当の月額+調整手当の月額+職務段階君嶋勅喝事)X基準日以前6
基

本
か月の在職期間!こ応じ次に定める月数

部
-在職期聞が6か月 1. 0月分

分
-在職期聞が3か月以上6か月未満 O. 6月分

-在鴻棚聞が3か月未満 O. 3月分

(基本給の月額+基本給の月額に係る損益手当の月額+職務陵階層l持駒時紛×基準臼以前

6か月の在職期間!こ応じ次に定める月数×評定区分に応じた成績率(下劃)

-在職期聞が6か月

1. 0月分 開砲草分 成績率

正社員 -企蛾糊聞が3か月以上6か月未満
A 評定 100分の165 

業 O. 6月分
B 評定 100分の155

C 評定 100分の11 5 
績 -在職期間が3か月未満 被告 100分の 95 
部 O. 3月分 減給 100分の 85 

分 停職 (1か月未満
100分の 75 

D評定 の停織に限る。)

停職 (1か月未満
100分の 55 

の停騰を徐く.)

そ側也 100分の105

(義本識の月額+調整手当の月額+職務段階J.!'降旗船×基準日以前6か月の在端期間に

応じ定める月数

高齢再雇用社員 -在職期臨初f6か月 1. 1 5FJ分

-在端期間が3か月以上6か月未満 O. 69，E1分

-在韓期間が3か月未満 O. 345月分

ヱキスパート
基本賃金額×基準日以前6か月の在職期間に応じ定める月数

社員
-在職期間が6か月 2. 1 5月分

(月給告IJ)
-在珊期間が3か月以上6か月未満 1. 29月分

-在購期間が3か月未満 O. 645，E1分

基本賃金額X1日の勤務時間数×対象期間における 1か月平均実際観鰯日数×基準日以

エキスパート 前6が月の企膿期間lこ応じ定める月数

社員 -在職期鳥初f6か月 2. 1 5月分
対 唯一、持制一

仲爵謀

(時給制) -在織期間が3か月以上6か月未満 1. 29月分

-在弛闘闘が3か月未満 O. 645月分

月給鰯駒社員 基本賃金額XO. 3 X 1. 8 

基本賃金の合計額+.6XO. 3X基準目前6か月の来除.勝目数に応じ定めるIJ合
-来鯨lt厳日数が120白鳥tt 1. 3 (※1) 

時給制契約社員
-実際劃鰯臼教が100日以上 1. 2 

-実際劃藤田教が80白以上 1. 1 
パートタイマー

-実際輯鵡日数が80日未満(※2) 1. 0 

※1 1自の正規の銀融時鳥官肋If8時間である者は1. 8 

※2 実際勤務日数が60日iよL上ある者に隈る

(基本給の月額+調整手当の月齢×基準日以前6か月の在職期間に応じ定める月数

短時間社員
-在鵡棚聞が6か月 1. 29月分

-在職期間が3か月以上6か月未満 O. 774月分

'1i鶏棚聞が3か月未満 O. 387月分




